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学
校
教
育
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
学
校
教
育
法
の
一
部
改
正
）

第
一
条

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
二
項
中
「
ほ
か
、
」
の
下
に
「
栄
養
教
諭
そ
の
他
」
を
加
え
、
同
条
第
七
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

栄
養
教
諭
は
、
児
童
の
栄
養
の
指
導
及
び
管
理
を
つ
か
さ
ど
る
。

第
五
十
一
条
中
「
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
第
十
二
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
一
条
の
八
第
二
項
中
「
ほ
か
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
中
「
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
第
十
二
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
二
項
中
「
、
歯
学
」
を
「
を
履
修
す
る
課
程
、
歯
学
を
履
修
す
る
課
程
、
薬
学
を
履
修
す
る
課
程
の
う
ち

臨
床
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
も
の
」
に
改
め
る
。

第
七
十
条
及
び
第
七
十
条
の
十
中
「
第
二
十
八
条
第
八
項
」
を
「
第
二
十
八
条
第
九
項
」
に
改
め
る
。

第
八
十
二
条
中
「
及
び
第
九
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
を
「
、
第
八
項
及
び
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
」
に
改
め
る
。

（
市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
の
一
部
改
正
）
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第
二
条

市
町
村
立
学
校
職
員
給
与
負
担
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
、
「
規
定
す
る
職
員
」
の
下
に
「
の
う
ち
栄
養
教
諭
以
外
の
者
」

を
加
え
る
。

附
則
第
三
項
中
「
規
定
す
る
職
員
」
の
下
に
「
の
う
ち
栄
養
教
諭
以
外
の
者
」
を
加
え
る
。

（
教
育
公
務
員
特
例
法
の
一
部
改
正
）

第
三
条

教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
養
護
助
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
二
十
六
条
第
一
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
、
同
項
第
一
号
中
「
養

護
教
諭
の
専
修
免
許
状
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
に
あ
つ
て
は
同
法
に
規
定
す
る
栄
養
教
諭
の
専
修
免
許
状
」
を
加
え
、
同

項
第
二
号
中
「
又
は
養
護
教
諭
の
一
種
免
許
状
」
を
「
、
養
護
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
栄
養
教
諭
の
一
種
免
許
状
」
に
改

め
、
「
別
表
第
六
」
の
下
に
「
、
別
表
第
六
の
二
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
別
表
第
六
」
の
下
に
「
、
別
表
第
六
の
二

」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
十
八
条
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。
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（
教
育
職
員
免
許
法
の
一
部
改
正
）

第
四
条

教
育
職
員
免
許
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
養
護
助
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

第
三
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中
「
及
び
養
護
助
教
諭
」
を
「
、
養
護
助
教
諭
及
び
栄
養
教
諭
」
に
改
め
る
。

第
四
条
第
二
項
中
「
及
び
養
護
教
諭
の
免
許
状
」
を
「
、
養
護
教
諭
の
免
許
状
及
び
栄
養
教
諭
の
免
許
状
」
に
改
め
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
若
し
く
は
第
二
」
を
「
、
第
二
若
し
く
は
第
二
の
二
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
二
項
中
「
第
六
」
の
下
に
「
、
第
六
の
二
」
を
加
え
る
。

附
則
第
四
項
中
「
第
六
条
第
二
項
別
表
第
三
」
及
び
「
同
項
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
三
」
に
、
「
同
項
別
表
第
五
」
を

「
別
表
第
五
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
項
中
「
第
六
条
第
二
項
別
表
第
三
」
を
「
別
表
第
三
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
項
の
表
備
考
第
一
号
中
「
第
五
条
第
一
項
別
表
第
一
備
考
第
一
号
」
を
「
別
表
第
一
備
考
第
一
号
」
に
、
「
第

六
条
第
二
項
別
表
第
三
備
考
第
六
号
」
を
「
別
表
第
三
備
考
第
六
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
一
項
中
「
第
五
条
第
一
項
別
表
第
一
」
を
「
別
表
第
一
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
十
三
項
中
「
第
六
条
第
二
項
別
表
第
六
」
を
「
別
表
第
六
」
に
改
め
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

次
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
基
礎
資
格
を
有
す
る
者
（
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
第
五
条
の

18
三
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
教
諭
以
外
の
者
に
限
る
。
）
に
対
し
て
教
育
職
員
検
定
に
よ
り
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
栄
養
教
諭
の
一
種
免
許
状
又
は
二
種
免
許
状
を
授
与
す
る
場
合
に
お
け
る
学
力
及
び
実
務
の
検
定
は
、
当
分
の
間
、

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
表
の
第
三
欄
及
び
第
四
欄
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

第

四

欄

所
要
資
格

第
二
欄
に
規
定
す
る
基
礎
資
格
を
取

第
二
欄
に
規
定
す

得
し
た
後
、
学
校
給
食
法
第
五
条
の

る
基
礎
資
格
を
取

三
に
規
定
す
る
職
員
と
し
て
良
好
な

得
し
た
後
、
大
学

基

礎

資

格

成
績
で
勤
務
し
た
旨
の
実
務
証
明
責

に
お
い
て
修
得
す

受
け
よ

任
者
の
証
明
を
有
す
る
こ
と
を
必
要

る
こ
と
を
必
要
と

う
と
す
る

と
す
る
最
低
在
職
年
数

す
る
最
低
単
位
数
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免
許
状
の
種
類

栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

栄

二
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
管
理
栄
養
士
の
免
許
を

受
け
て
い
る
こ
と
又
は
同
法
第
五
条

養

一
種
免
許
状

の
三
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ

三

一
○

れ
た
管
理
栄
養
士
養
成
施
設
の
課
程

を
修
了
し
、
同
法
第
二
条
第
一
項
の

教

規
定
に
よ
り
栄
養
士
の
免
許
を
受
け

て
い
る
こ
と
。

栄
養
士
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

諭

二
種
免
許
状

よ
り
栄
養
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る

三

八

こ
と
。
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備
考一

別
表
第
一
備
考
第
一
号
及
び
別
表
第
三
備
考
第
六
号
の
規
定
は
、
こ
の
表
の
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

二

こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
栄
養
教
諭
の
免
許
状
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
教
諭
又
は
養

護
教
諭
の
普
通
免
許
状
を
有
す
る
と
き
は
、
第
三
欄
に
定
め
る
最
低
在
職
年
数
に
満
た
な
い
在
職
期
間
（
一
年
未
満

の
期
間
を
含
む
。
）
が
あ
る
と
き
も
、
当
該
在
職
年
数
を
満
た
す
も
の
と
み
な
し
、
第
四
欄
中
「
一
○
」
と
あ
り
、

及
び
「
八
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
備
考
第
二
号
中
「
別
表
第
二
」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
二
の
二
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
二
号
の
三
中
「
も
の

と
す
る
」
の
下
に
「
（
別
表
第
二
の
二
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
四
号
及
び
第
五
号

中
「
別
表
第
二
」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
二
の
二
」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
七
号
中
「
も
の
と
す
る
」
の
下
に
「
（
別
表
第

二
の
二
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
と
す
る
。
）
」
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
二
の
二
（
第
五
条
関
係
）

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄
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所
要
資
格

大
学
に
お
い
て
修
得
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
最
低

単
位
数

基

礎

資

格

栄
養
に
係
る
教
育

教
職
に
関
す
る

栄
養
に
係
る
教

免
許

に
関
す
る
科
目

科
目

育
又
は
教
職
に

状
の
種
類

関
す
る
科
目

修
士
の
学
位
を
有
す
る
こ
と
及
び
栄
養
士

専
修
免
許
状

法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
栄

四

一
八

二
四

栄

養
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

学
士
の
学
位
を
有
す
る
こ
と
、
か
つ
、
栄

養
士
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
管

養

理
栄
養
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
又

は
同
法
第
五
条
の
三
第
四
号
の
規
定
に
よ

一
種
免
許
状

四

一
八
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り
指
定
さ
れ
た
管
理
栄
養
士
養
成
施
設
の

教

課
程
を
修
了
し
、
同
法
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
栄
養
士
の
免
許
を
受
け
て
い

る
こ
と
。

諭

学
校
教
育
法
第
六
十
九
条
の
二
第
七
項
に

定
め
る
準
学
士
の
称
号
を
有
す
る
こ
と
及

二
種
免
許
状

二

一
二

び
栄
養
士
法
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
栄
養
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

備
考一

第
二
欄
の
「
学
士
の
学
位
を
有
す
る
こ
と
」
に
は
、
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る

と
認
め
た
場
合
を
含
む
も
の
と
す
る
。

二

第
三
欄
の
「
大
学
」
に
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
指
定
す
る
教
員
養
成
機
関
を
含
む
も
の
と
す
る
。

別
表
第
三
備
考
第
一
号
、
第
二
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
別
表
第
六
」
の
下
に
「
、
別
表
第
六
の
二
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」
を
加
え
、
同
表
備
考
第
七
号
中
「
別
表
第
六
」
の
下
に
「
及
び
別
表
第
六
の
二
」
を
加
え
る
。

別
表
第
六
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
六
の
二
（
第
六
条
関
係
）

第

一

欄

第

二

欄

第

三

欄

第

四

欄

所
要
資
格

有
す
る
こ
と
を

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許
状
を
取
得

第
二
欄
に
定
め
る
各
免
許
状

必
要
と
す
る
栄

し
た
後
、
栄
養
教
諭
と
し
て
良
好
な

を
取
得
し
た
後
、
大
学
に
お

受
け

養
教
諭
の
免
許

勤
務
成
績
で
勤
務
し
た
旨
の
実
務
証

い
て
修
得
す
る
こ
と
を
必
要

よ
う
と
す

状
の
種
類

明
責
任
者
の
証
明
を
有
す
る
こ
と
を

と
す
る
最
低
単
位
数

る
免
許
状
の
種
類

必
要
と
す
る
最
低
在
職
年
数

栄

専
修
免
許
状

一
種
免
許
状

三

一
五

養教諭

一
種
免
許
状

二
種
免
許
状

三

四
○

備
考

こ
の
表
の
規
定
に
よ
り
一
種
免
許
状
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
栄
養
士
法
第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
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管
理
栄
養
士
の
免
許
を
受
け
て
い
る
場
合
に
お
い
て
は
、
一
種
免
許
状
の
項
第
三
欄
に
定
め
る
最
低
在
職
年
数
に

満
た
な
い
在
職
期
間
（
一
年
未
満
の
期
間
を
含
む
。
）
が
あ
る
と
き
も
、
当
該
在
職
年
数
を
満
た
す
も
の
と
み
な

し
、
同
項
第
四
欄
中
「
四
○
」
と
あ
る
の
は
、
「
八
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
学
校
給
食
法
の
一
部
改
正
）

第
五
条

学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
の
三
の
見
出
し
を
「
（
学
校
給
食
栄
養
管
理
者
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
職
員
は
、
」
の
下
に
「
教
育
職
員
免
許

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
四
十
七
号
）
第
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
栄
養
教
諭
の
免
許
状
を
有
す
る
者
又
は
」
を
加
え

、
「
又
は
経
験
」
を
「
若
し
く
は
経
験
」
に
改
め
る
。

（
女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
六
条

女
子
教
職
員
の
出
産
に
際
し
て
の
補
助
教
職
員
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
二
十
五
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
、
「
栄
養
士
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
四
十

五
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
栄
養
士
の
免
許
を
有
す
る
者
で
学
校
給
食
の
実
施
に
必
要
な
知
識
又
は
経
験
を
有
し
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、
か
つ
、
学
校
給
食
の
栄
養
に
関
す
る
専
門
的
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
」
を
「
学
校
給
食
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百

六
十
号
）
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
職
員
の
う
ち
栄
養
教
諭
以
外
の
者
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
三
項
中
「
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
六
十
号
）
」
を
削
る
。

（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
及
び
公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特

別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
七
条

次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

一

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
四
十
七
条
の
二
第
一
項

二

公
立
の
義
務
教
育
諸
学
校
等
の
教
育
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第

二
条
第
二
項

（
公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
八
条

公
立
義
務
教
育
諸
学
校
の
学
級
編
制
及
び
教
職
員
定
数
の
標
準
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
十
六
号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
、
「
規
定
す
る
職
員
」
の
下
に
「
の
う
ち
栄
養
教
諭
以
外



- 12 -

の
者
」
を
加
え
る
。

第
八
条
の
二
中
「
学
校
栄
養
職
員
」
を
「
栄
養
教
諭
及
び
学
校
栄
養
職
員
（
以
下
「
栄
養
教
諭
等
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
る
。

第
十
三
条
の
二
中
「
学
校
栄
養
職
員
」
を
「
栄
養
教
諭
等
」
に
改
め
る
。

第
十
五
条
中
「
寄
宿
舎
指
導
員
、
学
校
栄
養
職
員
」
を
「
栄
養
教
諭
等
、
寄
宿
舎
指
導
員
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「

学
校
栄
養
職
員
」
を
「
栄
養
教
諭
等
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中
「
養
護
教
諭
」
の
下
に
「
、
栄
養
教
諭
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

一

第
一
条
中
学
校
教
育
法
第
五
十
五
条
第
二
項
の
改
正
規
定

平
成
十
八
年
四
月
一
日

二

第
四
条
の
規
定

平
成
十
六
年
七
月
一
日


